
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

四

八

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
二
四
八
号

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
独
立
行
政
法
人
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
独
立
行
政
法
人
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
基
金
等
に
つ
い
て
、
行
政
刷
新
会
議
の
事
業
仕
分
け
の
結
果
等

を
踏
ま
え
、
基
金
等
を
あ
ら
か
じ
め
保
有
す
る
必
要
性
等
を
そ
れ
ぞ
れ
見
直
し
た
結
果
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の

長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基
金
か
ら
二
千
七
百
八
十
七
億
円
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
の
運
用
資
金
か
ら
三
百
四
十

二
億
円
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
の
運
用
資
金
か
ら
二
百
億
円
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興

機
構
の
子
ど
も
ゆ
め
基
金
か
ら
百
億
円
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
の
信
用
基
金
か
ら
九
十
一
億
円
、
独
立
行
政

法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
高
度
電
気
通
信
施
設
整
備
促
進
基
金
か
ら
四
十
二
億
円
、
同
機
構
の
衛
星
放
送
受
信
対
策
基
金

か
ら
三
十
一
億
円
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び

資
源
の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
債
務
保
証
の
資
金
か
ら
三
十
二
億
円
、
独
立
行
政

法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
財
産
形
成
利
子
補
給
基
金
か
ら
十
億
円
、
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源

機
構
の
鉱
害
保
証
債
務
基
金
か
ら
三
億
円
、
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
野
菜
農
業
振
興
資
金
か
ら
一
億
円
を
国

庫
に
返
納
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
係
る
事

一



業
の
執
行
を
見
直
し
た
結
果
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
か
ら
二
千
三
百
億
円
を
国
庫
に
返
納
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

二
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
九
十
八
法
人
の
う
ち
国
か
ら
の
出
資
等
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
基
金
等
で
あ
っ
て
、
基
金
等
を
費
消
せ
ず
、

そ
の
運
用
益
を
基
金
事
業
の
財
源
に
充
て
る
運
営
形
態
を
持
つ
も
の
を
保
有
す
る
法
人
及
び
そ
の
基
金
等
の
数
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
多
い
か
否
か
の
認
識
に
つ
い
て
は
、そ
の
判
断
の
基
準
が
不
明
で
あ
る
た
め
、お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

平
成
二
十
年
度
末
に
お
い
て
は
九
法
人
十
基
金
等
で
あ
り
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
五
法
人
六
基
金
等
と
な
る
。

な
お
、
九
法
人
十
基
金
等
の
内
訳
を
示
せ
ば
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
衛
星
放
送
受
信
対
策
基
金
、
独
立

行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
の
運
用
資
金
、
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
の
運
用
資
金
、
独
立
行
政
法
人
国
立
青

少
年
教
育
振
興
機
構
の
子
ど
も
ゆ
め
基
金
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
、
独
立

行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
の
芸
術
文
化
振
興
基
金
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基

金
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
財
産
形
成
利
子
補
給
基
金
、
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
地
球
環

境
基
金
及
び
公
害
健
康
被
害
予
防
基
金
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
情
報

二



通
信
研
究
機
構
の
衛
星
放
送
受
信
対
策
基
金
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
の
運
用
資
金
、
独
立
行
政
法
人
国

立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
の
子
ど
も
ゆ
め
基
金
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基
金
及
び
独

立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
財
産
形
成
利
子
補
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
国
費
の
全
部
を
国
庫
納
付
を
し
、
ま
た
、

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
の
運
用
資
金
に
つ
い
て
は
、
国
費
の
一
部
を
国
庫
納
付
す
る
こ
と
と
し
た
結
果
、
基
金
等
を

費
消
せ
ず
、
そ
の
運
用
益
を
基
金
事
業
の
財
源
に
充
て
る
運
営
形
態
を
持
つ
も
の
を
保
有
す
る
法
人
及
び
そ
の
基
金
等
は
、

五
法
人
六
基
金
等
と
な
る
も
の
で
あ
る
（
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
の
子
ど
も
ゆ
め
基
金
に
つ
い
て
は
、

国
費
の
全
部
を
国
庫
納
付
す
る
も
の
の
民
間
出
え
ん
金
が
基
金
と
し
て
残
る
も
の
で
あ
る
。
）
。

ま
た
、
基
金
等
を
国
庫
納
付
し
た
と
し
て
も
、
独
立
行
政
法
人
が
、
基
金
等
に
よ
ら
ず
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
業

を
行
っ
て
い
る
場
合
や
、
基
金
等
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
事
業
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
額
を
予
算
に
お
い
て
措
置
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
金
等
を
国
庫
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
独
立

行
政
法
人
が
廃
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
「
独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二

十
五
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
閣
議
決
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
事
務
・
事
業
に
つ
い
て
国
民
的
視
点
か
ら
抜

三



本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
見
直
し
の
結
果
を
踏
ま
え
、
廃
止
、
民
営
化
、
移
管
等
を
行
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

第
百
六
十
九
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
第
百
六
十
九
回
国
会
閣

法
第
七
十
九
号
）
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
評
価
機
関
の
一
元
化
に
係
る
事
項
、
法
人
の
長
及
び
監
事
の
人
事
へ
の

内
閣
承
認
及
び
公
募
の
導
入
に
係
る
事
項
、
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
職
務
権
限
の
充
実
強
化
並
び
に
監
事
の
任
期
の
延
長

に
係
る
事
項
、
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
の
再
就
職
規
制
に
係
る
事
項
並
び
に
国
費
で
取
得
し

た
不
要
財
産
の
国
庫
納
付
及
び
民
間
出
資
等
で
取
得
し
た
不
要
財
産
の
払
戻
し
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
措
置
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
。
一
方
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
お
い
て
は
、
国

費
で
取
得
し
た
不
要
財
産
の
国
庫
納
付
及
び
民
間
出
資
等
で
取
得
し
た
不
要
財
産
の
払
戻
し
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
措
置
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
独
立
行
政
法
人
の
組
織
体
制
等
に
つ
い
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
等
の
視
点
か
ら
検
討
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
独
立
行
政
法
人
の
基
金
等
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
予
算
に
計
上
し
て
い
た
国
庫
返
納
額
と
平
成
二
十
二
年

四



度
予
算
に
計
上
し
て
い
る
国
庫
返
納
額
と
の
異
同
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
高
度
電
気
通
信
施
設
整
備
促
進
基
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
四
十
二

億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
衛
星
放
送
受
信
対
策
基
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
三
十
一
億
円
を
計

上
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
の
運
用
資
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
二
百
億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
の
運
用
資
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
三
百
四
十
二
億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
の
子
ど
も
ゆ
め
基
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
百
億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
長
寿
・
子
育
て
・
障
害
者
基
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
二
千
七
百
八
十
七

億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
財
産
形
成
利
子
補
給
基
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
十
億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
野
菜
農
業
振
興
資
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
一
億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
使
用
の
合
理
化
及
び
資
源
の
有
効
な
利

五



用
に
関
す
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
債
務
保
証
の
資
金

平
成
二
十
一
年
度
予
算
と
平
成
二
十
二
年
度
予

算
と
も
に
三
十
二
億
円
で
同
額

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
の
信
用
基
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
九
十
一
億
円
を
計
上

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
の
鉱
害
保
証
債
務
基
金

平
成
二
十
一
年
度
予
算
と
平
成
二
十
二

年
度
予
算
と
も
に
三
億
円
で
同
額

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
出
資
金

平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
新
規
に
二
千
三
百
億
円
を
計
上

四
に
つ
い
て

現
在
、
基
金
等
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
事
業
で
、
当
該
基
金
等
を
国
庫
納
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
今
後
も

当
該
事
業
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
適
切
に
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
額
を
予
算
に
お
い
て
措
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
の
基
金
等
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
の
す
べ
て
の
事
務
・
事
業
に
つ
い
て
、
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、

国
民
的
視
点
か
ら
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
保
有
資
産
等
が
過
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い

六



か
、徹
底
的
に
縮
減
し
て
国
庫
返
納
等
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
視
点
で
検
証
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、

現
時
点
で
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
の
政
府
と
し
て
の
認
識
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
に
開
催
し
た
第
六
回
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
「
今
回

の
事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
」
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
年
四
月
下
旬
及
び
五
月
下
旬
に
事
業
仕
分
け
を
実
施
す
る
予
定

で
あ
り
、
こ
の
中
で
「
予
算
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
業
の
必
要
性
、
有
効
性
、
効
率
性
、
緊
要
性
や
、
誰
が
（
国
、
地
方
公

共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
民
間
事
業
者
等
）
事
業
を
実
施
す
る
主
体
と
し
て
適
当
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
検
証
を
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
は
、
公
開
の
場
で
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
議

論
を
行
っ
た
上
で
、
事
業
の
評
価
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と
な
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
行
政
刷
新
会
議
の
議
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
を
含
む
同
会
議
の
構
成
員
に
よ
る
審
議
の
結
果
と

し
て
事
業
仕
分
け
の
結
果
に
つ
い
て
の
取
り
ま
と
め
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
同
会
議
が
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
政
府
の
施
策
は
、
政
府
内
の
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

七


